
 

船舶インシデント調査報告書 

令和３年１０月２７日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

インシデント種類 運航不能（燃料不足） 

発生日時 令和３年４月１１日 １３時２５分ごろ 

発生場所 熊本県苓北
れいほく

町四季
し き

咲
ざき

岬南西方沖 

 四季咲岬灯台から真方位２０４°１.３海里付近 

 （概位 北緯３２°３０.６′ 東経１３０°００.２′） 

インシデントの概要  プレジャーボートポンパドールは、帰航中、船外機が停止して運航

不能となった。 

インシデント調査の経過 令和３年４月１９日、主管調査官（長崎事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

船種船名、総トン数 

船舶番号、船舶所有者等 

 

プレジャーボート ポンパドール、５トン未満 

 ２９３－２６７７６熊本、個人所有 

乗組員等に関する情報 船長、二級小型 

負傷者 なし 

損傷 なし 

気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北、風力 ２～３、視界 良好 

海象：海上 平穏 

インシデントの経過  本船は、船長が１人で乗り組み、友人２人を乗せ、釣りを終えて帰

航中、船外機が停止した。 

船長は、船外機各所を点検し、燃料タンクの燃料油がなくなってい

るのを認め、運航不能と判断し、１１８番通報を行い、来援した巡視

艇にえい
．．

航された。 

 船長は、本船を熊本県上天草市所在のマリーナに上架して保管して

いた令和２年１０月までは、航行後に燃料タンクを満タンにして保管

していたが、苓北町に係留してからは、不定期に燃料油２０～３０リ

ットルを給油していた。 

船長は、容量１００リットルの燃料タンクを満タンとして、令和２

年１０月に苓北町に移動後、１２月に釣りに出掛け、令和３年１月の

出航時に燃料油３０リットルを給油し、本インシデント当日の出航前

には、燃料油２０リットルを給油したが、マリーナに保管して釣りに

出掛けていた時と変わらない速力や時間帯だったので、燃料タンクに

は十分な残量があると思って、残量を確認しないまま出航していた。 

船長は、苓北町に係留を始めてから、航行中の速力が出にくいこと

を感じていたが、本インシデント後に上架した際、船底に付着したフ

ジツボ等を取り除くなど船底の清掃を行ったところ、マリーナに保管

時の速力が出るようになったので、船底の付着物が影響し、燃料消費

量が増えていたのではないかと思った。 



 

分析 

 

 本船は、船長が、２０リットルの給油で釣りを終えて帰航できると

思って出航したところ、帰航中に燃料タンクの燃料がなくなったこと

から、船外機が停止し、運航不能となったものと考えられる。 

 本船は、マリーナに上架しての保管から、海上に係留する保管に変

わり、船底が付着物により汚れた状態で航行を続けたことから、船体

への抵抗が加わり、燃料消費量が増えたものと考えられる。 

原因  本インシデントは、船長が、２０リットルの給油で釣りを終えて帰

航できると思って出航したところ、帰航中に燃料タンクの燃料がなく

なったため、船外機が停止したことにより発生したものと考えられ

る。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・船長は、燃料油の残量及び燃料消費量を把握し、出航する際には、

満タンにするなど十分な燃料を搭載すること。 

・定期的に船底の清掃を行うこと。 

 


